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環 境 用 語 の 解 説 

◆ 硫黄酸化物（SOx） 

硫黄分を含む燃料の燃焼により発生し、主なものとして二酸化硫黄（亜硫酸ガス）、三酸化硫黄（無

水硫酸）がある。刺激性が強く、ばいじんとの相乗効果によって呼吸機能に影響を及ぼす。主な発生

源は、重油燃焼ボイラー、硫黄製造工場、ごみ焼却場など。 

 

◆ 一酸化炭素（CO） 

炭素を含む物質の不完全燃焼により生成され、血液中のヘモグロビンと結合して、酸素の供給を阻

害する。主な発生源は自動車であるが、数次の排出ガス規制の強化により、汚染状況は大幅に改善さ

れている。 

 

◆ ＶＯＣ（揮発性有機化合物） 

常温で揮発しやすい有機化合物のことで、ＶＯＣとはVolatile Organic Compoundsの略。トリク

ロロエチレン、ホルムアルデヒド、ベンゼンなどさまざまな物質がある。油脂類の溶解能力が高く、

分解しにくく安定していて燃えにくい性質から、産業界で普及したが、吸入による頭痛やめまい、腎

障害などの有害性や発がん性などの可能性が指摘されている。大気・水域、特に地下水汚染の原因と

なるほか、住宅の室内空気汚染物質としても注目されている。 

 

◆ 上乗せ基準 

汚濁物質等の排出の規制に関して、都道府県が条例で定める基準であって、国が定める基準より厳

しいものをいう。 

 

◆ エコマーク 

「製造」「使用」「廃棄」の段階で、同じジャンルの商品と比べて環境への影響が少ないか、その

商品を利用することで、環境保全に貢献できる商品に、「エコマーク」を付けることで、環境から見

た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにするこ

とを目的としている。このマークがつけられた商品を「エコマーク商品」という。 

 

◆ ＳＤＳ（安全データシート）制度 

事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、「特定化学物質の環境への排出量の

把握等及び管理の改善の促進に関する法律」で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」（以

下、「化学品」）を他の事業者に譲渡又は提供する際に、SDS(安全データシート)により、その化

学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけるとともに、ラベルでの表示

に努めていただく制度である。 

取引先の事業者からSDSの提供を受けることにより、事業者自らが使用する化学品について必要

な情報を入手し、化学品の適切な管理に役立てることをねらいとしている。 

 

◆ 温室効果ガス 

太陽光のほとんどが可視光であり、大気を素通りして地表面で吸収される。可視光を吸収して加熱

された地表面は、赤外線を熱放射するが、その一部は大気に吸収され地表面を適当な温度に保ってい

る。この大気中で赤外線を吸収する物質が温室効果ガスであり、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、

対流圏オゾン、フロンがその代表である。近年、化石燃料の使用増加等に伴う二酸化炭素等の温室効

果ガスの増加により地球温暖化が進んでいる。 
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◆ 外因性内分泌撹乱化学物質 （環境ホルモン） 

生物の体内に取り込まれた際、ホルモン（内分泌）作用に似た働きをし、生殖や発育等の機能に影

響を及ぼす可能性が懸念されている化学物質のことで、一般に「環境ホルモン」と呼ばれている。 

 

◆ 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 

海水等の汚れの度合いを示す指標で、水中の有機物などの汚濁源となる物質を、過マンガン酸カリ

ウム等の酸化剤で酸化するときに消費される酸素の量で表したものである。単位は一般的にmg/Lを用

い、この数値が大きいほど水中の汚濁物質の量も多いということになる。 

 

◆ 合併浄化槽 

し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽のこと。水質汚濁の主因である生活排水対策として効果

がある。一方、し尿のみを処理するものを単独浄化槽という。 

 

◆ 環境影響評価（環境アセスメント） 

事業の実施に伴う環境への影響について、あらかじめ適正に調査、予測及び評価を行い、その結果

に基づき、その事業に係る環境の保全について適正な配慮を行うこと。 

 

◆ 環境基準 

大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音について、人の健康、生活環境を保全するために維

持することが望ましい目標値として環境基本法で定められた基準。環境基準を達成するために、事業

所などから出る排水や排ガスには排出基準が設けられている。環境基準の達成率は環境白書で毎年、

報告されている。 

 

◆ 環境の日 

事業者及び国民の間に広く環境保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全

に関する活動を行う意欲を高めるため設けられた日。環境基本法で６月５日と定められている。 

 

◆ 環境マネジメントシステム（ＥＭＳ） 

組織自らが環境方針を設定し、計画を立案し、それを実施・運用し、点検・是正を行い、見直すと

いう一連の行為により、環境負荷の低減を継続的に実施できる仕組みのことである。 

環境マネジメントシステムには、環境省が策定したエコアクション２１や、国際規格のISO14001

がある。そのほか、地方自治体、NPOや中間法人等が策定した環境マネジメントシステムがあり、

全国規模のものにはエコステージ、KES（環境マネジメントシステム・スタンダード）がある。 

 

◆ 気候変動枠組条約（気候変動に関する国際連合枠組条約） 

気候に対して人為的な悪影響が及ぶことにならないよう大気中の二酸化炭素など温室効果ガスの

濃度を安定化させることを目的とする条約で、1992年に採択され、1994年に発効した。 

 

◆ 規制基準 

公害の防止のため、大気の汚染、水質の汚濁、悪臭等の原因となる物質の排出及び騒音・振動につ

いて事業者等が遵守しなければならない許容限度である。 

 

◆ 京都議定書 

1997年12月京都で開催された第３回気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ３）で採択された議定書

のことである。先進締約国に対し、2008～12年の第１約束期間における温室効果ガスの排出を1990年

比で、5.2％削減することを義務付けている。現在は第一約束期間が終了し、世界の温室効果ガス削

減の枠組みとして、気候変動枠組条約の新たなる目標が議論されている。 
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◆ グリーン購入 

商品やサービスを購入する際に、価格・機能・品質等だけでなく「環境」の視点を重視し、環境へ

の負荷ができるだけ少ない物を選んで優先的に購入することをいう。 

グリーン購入は、環境保全型商品の市場を生み出し、製造者側に環境保全型商品の開発・供給の目

標を与えることになり、持続可能な社会経済システムにおける極めて重要な鍵を握っている。本市で

は平成13(2001)年４月に「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」

が施行されたことに伴い平成14(2002)年３月に「茨木市グリーン調達方針」を策定し、グリーン購入

の一層の推進を図っている。 

 

◆ クロロフルオロカーボン（ＣＦＣ） 

俗称フロンガスと呼ばれる炭素、フッ素、塩素や水素からなる化合物の総称である。不燃性で極め

て分解しにくい物質であり、毒性が低いなどの性質から広く使われた。しかし、分解しにくいために

成層圏まで上昇し、オゾン層を破壊することから、一部のフロンについては生産廃止となった。 

 

◆ 公害 

一般に公害と呼ばれる現象は、人間の活動の結果として生み出され、一般市民や地域社会に有害な

影響を及ぼす現象として、幅広くとらえられたことがある。しかし、環境基本法などの法律では、こ

うした広い概念のうち、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭によって人

の健康又は生活環境に係る被害が生ずることと定義されている。この７つは、広い意味の公害に対し、

典型７公害とも呼ばれる。 

 

◆ 光化学オキシダント 

大気中の窒素酸化物や炭化水素類などが、太陽光（紫外線）により光化学反応を起こして発生する

物質。光化学オキシダントの成分としては、オゾン、ＰＡＮ（パーオキシアセチルナイトレート）等

がある。 

 

◆ 光化学スモッグ 

光化学オキシダントが一定以上の濃度になると、光化学スモッグとして予報、注意報、警報、重大

緊急警報を発令し、工場等が対策を講じる。光化学スモッグは夏の日差しが強く、気温が高い風の弱

い日の日中に発生しやすくなる。また、光化学スモッグが発生した場合、目や喉の痛み等の健康被害

が発生する場合があるので、できるだけ激しい運動は避けることが望ましい。 

 

◆ 新エネルギー 

化石燃料に対する新しいエネルギー源や供給形態の総称。化石燃料は枯渇によるエネルギー危機や

有害物質、温暖化ガスの排出の危惧があり、エネルギーの安定供給や環境負荷低減などの観点から開

発が進められている。新エネルギー法で定める「新エネルギー等」には、太陽光発電、風力発電、バ

イオマス、太陽熱、燃料電池、温度差エネルギーなどがあげられる。 

 

◆ 振動レベル 

振動加速度レベルに振動感覚補正を加えたもので、単位はデシベル（dB）を用いる。 

地震の震度で見ると人体が振動を感じない、いわゆる「振動ゼロ」は55dB以下であり、「震度１」

が55～65dBに相当する。 
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◆ 水素イオン濃度（pH） 

酸性か、アルカリ性かを示す指標。一般にはpH=-log[H+]として定義される（[H+]はH+（水素ｲｵﾝ）

のモル濃度（mol/L）である）。pH=7で中性、pH<7で酸性、pH>7でアルカリ性であり、特殊な例を除

いて河川水等の表流水は中性付近のpH値を示す。 

茨木市域の河川の環境基準は、pH6.5～8.5までの範囲とされている。 

 

◆ 生物学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

河川水等の汚れの度合いを示す指標で、水中の有機汚濁物質が微生物によって分解されるときに必

要とされる酸素量から求められる。単位は一般的にmg/Lで表し、この数値が大きいほど水中の有機汚

濁物質の量が多いことを示している。 

 

◆ 生物指標 

化学的酸素要求量（COD）のような理化学的な指標に対して、どのような生物が生息しているかを

調べることにより、水質の状況を総合的に知る指標。 

 

◆ 騒音レベル 

音の感覚は音圧レベルの他に周波数によっても変化する。この聴感補正（Ａ特性）の回路を組み込

んだ騒音計により測った値を騒音レベルといい、単位はデシベル（dB）で表される。 

 

◆ ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）及びコプラナーポリ

塩化ビフェニル（コプラナーPCB）の総称。農薬の製造や物の燃焼等の過程で非意図的に生成し、そ

の毒性は、急性毒性、発ガン性、生殖毒性、免疫毒性等の多岐にわたる。PCDDは75種類、PCDFは135

種類、コプラナーPCBには14種類の異性体が存在し、その毒性はこれらの異性体の中で最強の毒性を

有する2,3,7,8-四塩化ジベンゾパラジオキシンの毒性を１とした毒性等価係数（TEF)を用いて

2,3,7,8-四塩化ジベンゾパラジオキシンの毒性に換算して毒性等量として表される。 

 

◆ 炭化水素（HC） 

炭素と水素からなる化合物の総称で、数多くの種類がある。大気中に排出された炭化水素は光化学

スモッグの原因といわれており、炭化水素の一種であるメタンは、地球温暖化の一因になっていると

いわれている。完全燃焼すれば、水と二酸化炭素になるが、不完全燃焼の場合は、一酸化炭素となる。

人為的な発生源としては、主に塗料、印刷インキ、接着剤の使用過程や自動車排出ガスがある。 

 

◆ 窒素酸化物（NOx） 

窒素酸化物とは、一酸化窒素［NO］や二酸化窒素［NO2］、亜酸化窒素［N20］など窒素［Ｎ］と酸

素［Ｏ］の化合物の総称である。窒素酸化物は、主に物の燃焼に伴って、燃料中や空気中の窒素が酸

化されてできる。窒素酸化物は大気汚染の原因物質で、濃度が高いと人の健康を害する。二酸化窒素

については大気の環境基準が定められている。また、亜酸化窒素は温室効果ガスの一つとされている。 

 

◆ 等価騒音レベル（ＬAeq） 

一定時間に発生した騒音レベルをエネルギー値に換算して、時間平均したもの。国際的にも騒音の

評価値として広く使われ、騒音の発生頻度や継続時間を含めた評価が可能であり、平成11年４月施行

の新しい騒音に係る環境基準に採用されている。 
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◆ 廃棄物 

占有者が自ら利用し、又は、他人に有償で売却することができないため不要になった物をいう。「廃

棄物の処理および清掃に関する法律」では「ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、

廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状の物（放射性物質及びこ

れによって汚染されたものを除く。）」と定義され、産業廃棄物と一般廃棄物に分類される。産業廃

棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラス

チック類その他政令で定める廃棄物をいう。また、一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

 

◆ ＰＲＴＲ法 

事業者による化学物質の管理の改善を促進し、環境保全上の支障を未然に防止する目的で、平成11

年７月に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（PRTR法）

が制定され、事業者は化学物質の環境（大気、水、土壌）への排出量及び廃棄物としての移動量を都

道府県知事を経由し、主務大臣に届出して、国及び都道府県が集計・公表することになっている。 

 

◆ ビオトープ 

動物や植物が恒常的に生活できるように造成または復元された小規模な生息空間のことである。公

園の造成や河川の整備の計画などに取り入れられている。 

ドイツ語で、生物（Bio)と場所（Top)を示す造語である。 

 

◆ マニフェストシステム 

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」においては、産業廃棄物を排出する事業者が、管理票（マ

ニフェスト）を使用することにより、委託した廃棄物の運搬から処分までの流れを自ら把握・管理す

るとともに、当該廃棄物の性状等に関する情報を処理業者に確実に伝達することとされている。当初、

特別管理産業廃棄物に対して管理票の使用が義務づけられたが、平成９(1997)年６月法律改正により、

全ての産業廃棄物について義務づけられている。 

 

 環境で使用される単位  

 ◆ppm 

環境汚染物質など、極微量物質の濃度を表すのに使われ、パーセント（％）が100分の１

をいうのに対し、ppmは100万分の１を意味する。例えば、空気１立方メートル中に１立方

センチメートルの物質が含まれているような場合、100万分の１の比率で含まれているこ

とから、この物質の量を１ppmという。 

ppmよりさらに微量の濃度を表す場合、ppmの1,000分の１を表すppb（10億分の１）が用

いられる。 

 ◆pg（ピコグラム） 

１pgとは、１gの１兆分の１の重さをいう。p（ピコ）が１兆分の１であることを示して

いる。ちなみに、１ng（ナノグラム）とは、10億分の１gをいい、1,000pgに相当する。 

 ◆mg/m3 

大気中の浮遊粉じん等の濃度を表示するのに使用する。１立方メートルの空気中に１ミ

リグラムの汚染物質が含まれる場合 １mg/m3 という。 

 ◆mg/L 

水質汚濁の汚染物質の濃度を表示するのに使用する。１リットルの水中に１ミリグラム

の汚染物質が含まれる場合 １mg/L という。 


